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高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
な
ど
を
交
付
し
ま
す

　

対
象
と
な
る
方
は
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①タクシー券出張交付日程
期日 時間 会場 対象

３月２５日（火）午後１時～４時 植野地区公民館 植野地区の方

３月２６日（水）
午前９時３０分～１１時３０分 赤見地区公民館 赤見地区の方

午後１時３０分～３時３０分 旗川地区公民館 旗川地区の方

３月２７日（木）
午前９時３０分～正午 佐野市中央公民館 佐野地区の方

午後１時３０分～３時３０分 城北地区公民館 堀米地区の方

３月２８日（金）

午前１０時～１１時３０分 吾妻地区公民館 吾妻地区の方

午前１０時～１１時３０分 界地区公民館 界地区の方

午後１時３０分～３時３０分 犬伏地区公民館 犬伏地区の方

②タクシー券窓口交付日程
期日 時間 会場 対象者

３月２６日(水)から 午前８時３０分～午後５時１５分

田沼総合窓口課 旧田沼町の方

葛生総合窓口課 旧葛生町の方

支所
（新合・野上・飛駒）

該当区域の方

３月２７日(木)から 午前８時３０分～午後５時１５分 赤見支所 赤見地区の方

３月３１日（月）から 午前８時３０分～午後５時１５分
いきいき高齢課
障がい福祉課

市内全域の方

交
付
す
る
利
用
券

○
高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券

▼
内
容　

通
院
時
な
ど
の
タ
ク
シ
ー
利
用

料
金
の
一
部
助
成

※
４
０
０
円
助
成
の
券
を
年
間
60
枚
交
付

（
半
年
ご
と
に
有
効
期
限
あ
り
）

▼
対
象

①
75
歳
以
上
の
方
（
生
年
月
日
が
昭
和
15

年
３
月
31
日
以
前
の
方
）

②
70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
（
生
年
月
日

が
昭
和
15
年
４
月
１
日
〜
昭
和
20
年
３
月

31
日
の
方
）
で
、
高
齢
者
世
帯
の
方
（
生

年
月
日
が
昭
和
25
年
３
月
31
日
以
前
の
方

の
み
で
構
成
す
る
世
帯
の
方
）

▼
持
ち
物　

印
か
ん
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

○
障
が
い
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券

▼
内
容　

通
院
時
な
ど
の
タ
ク
シ
ー
利
用

料
金
の
一
部
助
成

※
初
乗
り
運
賃
相
当
額
分
助
成
の
券
を
申

請
月
に
応
じ
て
一
括
交
付
（
月
５
枚
で
年

間
60
枚
を
限
度
）

▼
対
象

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
、２
級
の
方

②
療
育
手
帳
Ａ
、
Ａ
１
、
Ａ
２
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方

▼
持
ち
物　

印
か
ん（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
・

代
理
申
請
は
代
理
の
方
の
印
か
ん
）、身
体

障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
な
ど
該
当
す
る
も
の

○
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
券

▼
内
容　

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

（
保
険
適
用
外
）施
術
料
金
の
一
部
助
成

※
８
０
０
円
助
成
の
券
を
年
間
６
枚
交
付

▼
対
象

①
70
歳
以
上
の
方
（
生
年
月
日
が
昭
和
20

年
３
月
31
日
以
前
の
方
）

②
65
歳
以
上
（
生
年
月
日
が
昭
和
25
年
３

月
31
日
以
前
の
方
）
で
身
体
障
害
者
手
帳

１
、２
級
の
方

③
65
歳
以
上
で
療
育
手
帳
Ａ
、
Ａ
１
、
Ａ

２
の
方

④
65
歳
以
上
で
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
、２
級
の
方

▼
持
ち
物　

印
か
ん（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）、

身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
な
ど
該
当
す
る
も
の

○
高
齢
者
市
営
バ
ス
寿
券

▼
内
容　

市
営
バ
ス
乗
車
運
賃
の
一
部
助

成※
１
５
０
円
助
成
の
券
を
年
間
40
枚
交
付

▼
対
象　

70
歳
以
上
の
方（
生
年
月
日
が
昭

和
20
年
３
月
31
日
以
前
の
方
）

▼
持
ち
物　

印
か
ん
（
ス
タ
ン
プ
式
不
可
）

■問合せ　いきいき高齢課☎（２０）３０２１・障がい福祉課☎（２０）３０２５
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　虐待と聞いて他人事と思わないでください。高齢になると、今までできたことが思うようにできなく

なったり、認知症になったりして、介護者の負担が増えます。介護者自身の余裕がないと、そのストレ

スでつい手が出てしまうこともあります。誰もが当事者になるかもしれない危険があります。

　高齢者が安心して生活できるように、高齢者虐待を防止しましょう。

【高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１８年４月施行）の５つの分類】

　①身体的虐待　②介護・世話の放棄、放任　③心理的虐待　④性的虐待　⑤経済的虐待

　虐待は身体への暴力だけではありません。身内だからと、親の年金を使い込み、親が生活に苦しんだり、

必要な介護サービスが利用できなかったり、あるいは、外出すると帰り道が分からなくなるからという

理由で鍵を閉めて外に出られないようにしたり、食事をあげなかったり、どなって怖い思いをさせたり、

同じ話をするからといって無視をする、という行為も虐待です。

●高齢者の相談窓口　各地域包括支援センター、またはいきいき高齢課まで

該当圏域 地域包括支援センター名

佐野・堀米圏域
さの社協☎（２２）８１２９

旗川・吾妻圏域

植野・界圏域
佐野市医師会☎（２０）２０１１

犬伏圏域

赤見圏域

佐野市民病院☎（６２）８２８１
田沼・田沼南部圏域

栃本・田沼北部・三好・野上圏域

戸奈良・新合・飛駒圏域

葛生圏域
くずう☎（８４）３１１１

常盤・氷室圏域

介
護
予
防
事
業
の
受
託
者
募
集

　

平
成
26
年
度
の
高
齢
者
を
対
象
と

し
た
介
護
予
防
事
業
に
お
け
る
一
次

ま
た
は
二
次
予
防
事
業
の
受
託
者
を

募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
す
る
事
業

（１）
一
次
予
防
事
業

①
運
動
・
栄
養
・
口
腔
・
認
知
症
予

防
な
ど
に
関
す
る
教
室

②
介
護
予
防
拠
点
施
設
「
い
き
い
き

元
気
館
た
ぬ
ま
」
と
各
地
区
公
民
館

で
の
教
室

（２）
二
次
予
防
事
業

①
運
動
器
の
機
能
向
上
・
口
腔
機
能

の
向
上
に
関
す
る
通
所
型
介
護
予
防

事
業

②
栄
養
改
善
・
口
腔
機
能
の
向
上
に

関
す
る
訪
問
型
介
護
予
防
事
業

※
詳
し
く
は
、
い
き
い
き
高
齢
課
で

配
布
す
る
募
集
要
項
を
ご
確
認
く
だ

さ
い

■
申
込　

受
託
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
３
月
17
日
（月）
ま
で

に
、
直
接
、
い
き
い
き
高
齢
課
（
東

仮
庁
舎
事
務
棟
１
階
）へ
お
持
ち
く

だ
さ
い　

※
選
考
に
よ
り
決
定

介
護
予
防
教
室
の
講
師
派
遣

　

老
人
ク
ラ
ブ
や
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

な
ど
（
お
お
む
ね
65
歳
以
上
で
構
成

す
る
団
体
）
を
対
象
に
、
介
護
予
防

教
室
の
講
師
を
派
遣
し
ま
す
。

▼
回
数　

１
団
体
あ
た
り
年
間
８
回

ま
で
（
無
料
）

▼
内
容
（例）　

転
倒
骨
折
予
防
に
つ
い

て
・
簡
単
な
体
操
・
バ
ラ
ン
ス
の
取

れ
た
食
事
・
調
理
実
習
・
口
の
中
の

ケ
ア
・
認
知
症
予
防
な
ど

※
同
じ
内
容
を
（
例
え
ば
運
動
を
同

じ
講
師
で
）
８
回
実
施
し
て
も
構
い

ま
せ
ん
。
別
な
内
容
を
別
な
講
師
で

８
回
実
施
し
て
も
大
丈
夫
で
す
。

▼
時
間　

１
回
あ
た
り
１
時
間
〜
１

時
間
30
分
程
度

■
申
込　

日
時
と
内
容
を
決
め
た
う

え
で
、
い
き
い
き
高
齢
課
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い

※
注
意
点　

会
場
の
手
配
や
人
集
め

な
ど
は
、
教
室
を
主
催
さ
れ
る
各
団

体
で
お
願
い
し
ま
す
。
調
理
実
習
の

食
材
や
、
そ
の
他
教
材
を
別
に
用
意

す
る
場
合
な
ど
の
費
用
は
、
参
加
者

の
ご
負
担
に
な
り
ま
す

高齢者虐待を防止しよう！

歳
を
重
ね
て
も 

い
き
い
き
と
元
気
に

　
　
　
　
　
　
　

安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に

■問合せ　いきいき高齢課

　　　　　☎（２０）３０２１

もしかしてこれは虐待？と

思ったら、また、ご自身が

虐待を受けているかも？と

思ったら、迷わず相談して

ください。

※相談者や相談内容の秘密

　は堅く守られます


